
(57)【要約】

【課題】　短期就労者の労働災害事故の補償算定は出勤

時間・出勤日数で算定するものであるが、勤務体制が流

動的であるためと、雇用側の管理体制も曖昧で社会的な

制度も厳守されていないのが実情である。

【解決手段】　短期就労者を識別すると共にその個人を

識別するＩＤカード１ａを発行する個人識別手段１と、

個人識別手段で識別された個人識別データを通信手段５

を介して記憶させるデータベース２と、データベースに

記憶させた個人識別データを表示させるデータ表示手段

３と、短期就労者の就労時間、就労日数を入力する就労

管理手段４とを備え、就労管理手段の就労データをデー

タベースに蓄積すると共に、短期就労者に労働災害事故

が発生した場合に予め設定された救済補償条件とデータ

ベースに蓄積された個人識別データと就労データとをデ

ータ表示手段に表示させて照合するものである。

【選択図】　図１

JP 2005-293542 A 2005.10.20



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 個 人 を 識 別 す る と 共 に そ の 個 人 を 識 別 す る Ｉ Ｄ カ ー
ド を 発 行 す る 個 人 識 別 手 段 と 、 該 個 人 識 別 手 段 で 識 別 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ を 通 信 手 段 を
介 し て 記 憶 さ せ る デ ー タ ベ ー ス と 、 該 デ ー タ ベ ー ス に 記 憶 さ せ た 個 人 識 別 デ ー タ を 通 信 手
段 を 介 し て 表 示 さ せ る デ ー タ 表 示 手 段 と 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 時 間 、
就 労 日 数 を 入 力 す る 就 労 管 理 手 段 と を 備 え 、 前 記 就 労 管 理 手 段 の 就 労 デ ー タ を 一 定 期 間 毎
に 前 記 デ ー タ ベ ー ス の 夫 々 の 個 人 識 別 デ ー タ に 蓄 積 す る と 共 に 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア
ル バ イ ト に 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 予 め 設 定 さ れ た 救 済 補 償 条 件 と 前 記 デ ー タ ベ ー
ス に 蓄 積 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ と 就 労 デ ー タ と を デ ー タ 表 示 手 段 に 表 示 さ せ て 照 合 す る こ
と を 特 徴 と す る 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 個 人 識 別 手 段 は 指 紋 、 声 紋 、 虹 彩 、 手 の ひ ら の 毛 細 血 管 、 そ の 他 の 個 人 識 別 方 法 で
個 人 を 識 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補
償 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ り 、 更 に 詳
細 に は 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 時 間 ・ 就 労 日 数 の 就 労 デ ー タ を 管 理 し て
、 労 働 災 害 事 故 時 に 予 め 設 定 し た 大 き な 補 償 を す る 救 済 補 償 条 件 に よ り 補 償 費 用 算 定 を す
る 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 か ら 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の た め の 労 働 災 害 事 故 の 場 合 の 補 償 算 定 は
出 勤 時 間 ・ 出 勤 日 数 で 算 定 す る も の で あ る が 、 勤 務 体 制 が 流 動 的 で あ る た め と 、 雇 用 側 の
管 理 体 制 も 曖 昧 で 又 大 き な 問 題 で あ る に か か わ ら ず 社 会 的 な 制 度 も 厳 守 さ れ て い な い の が
実 情 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 つ ま り 、 雇 用 側 は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト で あ っ て も 労 働 災 害 保 険 に 加 入 す る
義 務 が あ る が 、 在 社 期 間 が 短 く 出 入 り の 激 し い た め と 経 費 節 減 を す る た め に 短 期 就 労 者 ・
パ ー ト ・ ア ル バ イ ト に は 労 働 災 害 保 険 に 加 入 し て い な い の が 実 態 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 そ の 為 に 出 退 社 管 理 す る も の と し て 、 例 え ば 、 出 勤 登 録 手 段 １ ３ は バ ー コ ー ド 読 み 取 り
装 置 ３ に よ っ て 読 み 取 ら れ た 従 業 員 Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 出 勤 登 録 要 求 に 基 づ
い て Ｄ Ｂ １ １ に 従 業 員 Ｉ Ｄ に 該 当 す る 従 業 員 の 出 勤 登 録 を 行 い 、 退 勤 登 録 手 段 １ ４ は バ ー
コ ー ド 読 み 取 り 装 置 ３ に よ っ て 読 み 取 ら れ た 従 業 員 Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 退 勤
登 録 要 求 に 基 づ い て Ｄ Ｂ １ １ に 従 業 員 Ｉ Ｄ に 該 当 す る 従 業 員 の 退 勤 登 録 を 行 い 、 給 与 明 細
作 成 手 段 １ ５ は Ｄ Ｂ １ １ に 蓄 積 さ れ た 各 従 業 員 の 出 退 勤 に 関 す る 情 報 に 基 づ い て 各 従 業 員
の 給 与 明 細 に 関 す る 情 報 を 作 成 し 、 Ｄ Ｂ １ １ に 記 録 し 、 給 与 明 細 検 索 手 段 １ ６ は バ ー コ ー
ド 読 み 取 り 装 置 ３ に よ っ て 読 み 取 ら れ た 従 業 員 Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 給 与 明 細
要 求 に 対 し 、 Ｄ Ｂ １ １ か ら 従 業 員 Ｉ Ｄ に 該 当 す る 従 業 員 の 給 与 明 細 に 関 す る 情 報 を 取 得 し
返 信 す る も の （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） や 、 本 発 明 の ネ ッ ト ワ ー ク 勤 怠 管 理 シ ス テ ム １ は 、 ゲ ー
ト 管 理 シ ス テ ム １ ０ お よ び ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 シ ス テ ム ２ ０ か ら 得 ら れ た 、 個 人 の 入 退 室 デ
ー タ を 元 に 勤 怠 管 理 を 行 う シ ス テ ム に お い て 、 各 個 人 の １ 日 の 最 初 の 入 室 時 刻 を 出 勤 時 刻
と し 個 人 の 最 後 の 退 室 時 刻 を 退 勤 時 刻 と し 、 ゲ ー ト 管 理 シ ス テ ム １ ０ か ら の 個 人 情 報 が 欠
損 し て い る 場 合 に 、 ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 シ ス テ ム ２ ０ か ら の 情 報 を 補 完 的 に 補 充 し て 、 勤 怠
情 報 を 把 握 す る こ と を 特 徴 と す る も の （ 特 許 文 献 ２ 参 照 ） や 、 対 象 情 報 取 得 部 １ １ や ユ ー
ザ 入 力 部 １ ２ に よ り 、 対 象 物 の 認 証 に 必 要 な 情 報 （ 対 象 情 報 ） を 取 得 す る 。 取 得 さ れ た 対
象 情 報 は 、 演 算 制 御 部 ３ ０ を 介 し て 認 証 対 象 情 報 処 理 部 ４ ０ に 入 力 さ れ 、 対 象 情 報 認 証 部
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４ １ に よ っ て 個 人 、 物 品 等 が 認 証 さ れ る 。 こ の 認 証 の 際 、 対 象 情 報 Ｄ Ｂ ４ ２ を 利 用 す る 。
ま た 、 Ｇ Ｐ Ｓ デ ー タ 受 信 部 ５ １ や 位 置 情 報 受 信 部 ５ ２ に よ り 、 現 在 位 置 の 特 定 に 必 要 な 位
置 情 報 を 取 得 す る 。 こ の 位 置 情 報 は 、 Ｇ Ｐ Ｓ 衛 星 、 携 帯 電 話 や Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 等 か ら 取 得
す る 。 位 置 情 報 認 証 部 ７ １ は 、 取 得 さ れ た 位 置 情 報 と 予 め 記 憶 部 ９ ０ に 記 憶 さ れ て い る 情
報 に 基 づ い て 、 位 置 の 認 証 を 行 う 。 こ の 認 証 の 際 、 位 置 情 報 Ｄ Ｂ ７ ２ を 利 用 す る も の （ 特
許 文 献 ３ 参 照 ） 等 が 開 示 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ２ ８ １ ５ ８ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ２ ０ ８ ０ ５ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － ８ ０ ７ ７ ７ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 然 し 乍 ら 、 出 勤 登 録 手 段 １ ３ は バ ー コ ー ド 読 み 取 り 装 置 ３ に よ っ て 読 み 取 ら れ た 従 業 員
Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 出 勤 登 録 要 求 に 基 づ い て Ｄ Ｂ １ １ に 従 業 員 Ｉ Ｄ に 該 当 す
る 従 業 員 の 出 勤 登 録 を 行 い 、 退 勤 登 録 手 段 １ ４ は バ ー コ ー ド 読 み 取 り 装 置 ３ に よ っ て 読 み
取 ら れ た 従 業 員 Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 退 勤 登 録 要 求 に 基 づ い て Ｄ Ｂ １ １ に 従 業
員 Ｉ Ｄ に 該 当 す る 従 業 員 の 退 勤 登 録 を 行 い 、 給 与 明 細 作 成 手 段 １ ５ は Ｄ Ｂ １ １ に 蓄 積 さ れ
た 各 従 業 員 の 出 退 勤 に 関 す る 情 報 に 基 づ い て 各 従 業 員 の 給 与 明 細 に 関 す る 情 報 を 作 成 し 、
Ｄ Ｂ １ １ に 記 録 し 、 給 与 明 細 検 索 手 段 １ ６ は バ ー コ ー ド 読 み 取 り 装 置 ３ に よ っ て 読 み 取 ら
れ た 従 業 員 Ｉ Ｄ を 伴 う 携 帯 電 話 装 置 ２ か ら の 給 与 明 細 要 求 に 対 し 、 Ｄ Ｂ １ １ か ら 従 業 員 Ｉ
Ｄ に 該 当 す る 従 業 員 の 給 与 明 細 に 関 す る 情 報 を 取 得 し 返 信 す る も の で は 、 出 退 勤 の 管 理 は
可 能 な も の の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の た め の 労 働 災 害 事 故 の 場 合 の 補 償 算 定 は
念 頭 に な い も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 更 に 、 本 発 明 の ネ ッ ト ワ ー ク 勤 怠 管 理 シ ス テ ム １ は 、 ゲ ー ト 管 理 シ ス テ ム １ ０ お よ び ネ
ッ ト ワ ー ク 管 理 シ ス テ ム ２ ０ か ら 得 ら れ た 、 個 人 の 入 退 室 デ ー タ を 元 に 勤 怠 管 理 を 行 う シ
ス テ ム に お い て 、 各 個 人 の １ 日 の 最 初 の 入 室 時 刻 を 出 勤 時 刻 と し 個 人 の 最 後 の 退 室 時 刻 を
退 勤 時 刻 と し 、 ゲ ー ト 管 理 シ ス テ ム １ ０ か ら の 個 人 情 報 が 欠 損 し て い る 場 合 に 、 ネ ッ ト ワ
ー ク 管 理 シ ス テ ム ２ ０ か ら の 情 報 を 補 完 的 に 補 充 し て 、 勤 怠 情 報 を 把 握 す る こ と を 特 徴 と
す る も の で も 、 勤 怠 情 報 を 把 握 で き る も の で あ る が 、 前 述 と 同 様 に 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト
・ ア ル バ イ ト の た め の 労 働 災 害 事 故 の 場 合 の 補 償 算 定 は 念 頭 に な い も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 更 に は 、 対 象 情 報 取 得 部 １ １ や ユ ー ザ 入 力 部 １ ２ に よ り 、 対 象 物 の 認 証 に 必 要 な 情 報 （
対 象 情 報 ） を 取 得 す る 。 取 得 さ れ た 対 象 情 報 は 、 演 算 制 御 部 ３ ０ を 介 し て 認 証 対 象 情 報 処
理 部 ４ ０ に 入 力 さ れ 、 対 象 情 報 認 証 部 ４ １ に よ っ て 個 人 、 物 品 等 が 認 証 さ れ る 。 こ の 認 証
の 際 、 対 象 情 報 Ｄ Ｂ ４ ２ を 利 用 す る 。 ま た 、 Ｇ Ｐ Ｓ デ ー タ 受 信 部 ５ １ や 位 置 情 報 受 信 部 ５
２ に よ り 、 現 在 位 置 の 特 定 に 必 要 な 位 置 情 報 を 取 得 す る 。 こ の 位 置 情 報 は 、 Ｇ Ｐ Ｓ 衛 星 、
携 帯 電 話 や Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 等 か ら 取 得 す る 。 位 置 情 報 認 証 部 ７ １ は 、 取 得 さ れ た 位 置 情 報
と 予 め 記 憶 部 ９ ０ に 記 憶 さ れ て い る 情 報 に 基 づ い て 、 位 置 の 認 証 を 行 う 。 こ の 認 証 の 際 、
位 置 情 報 Ｄ Ｂ ７ ２ を 利 用 す る も の で は 、 特 定 の 個 人 は 認 証 で き る も の の 、 短 期 就 労 者 ・ パ
ー ト ・ ア ル バ イ ト の た め の 労 働 災 害 事 故 の 場 合 の 補 償 算 定 は で き な い も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 つ ま り 、 従 来 、 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し て も 雇 用 者 側 が 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト
の 出 勤 ・ 出 社 デ ー タ ー の 作 成 を 無 視 し て い た こ と や 充 実 さ せ て い な か っ た た め 雇 用 に お け
る 補 償 の 基 準 が 曖 昧 で あ り 就 労 時 間 ・ 就 労 日 数 に よ る 補 償 算 定 の 計 算 が で き な い 場 合 が 多
く 、 又 、 雇 用 者 側 は 経 費 節 減 の た め 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 に 関 し て の 責
任 感 が 希 薄 で あ り 、 更 に は 、 補 填 で き る 制 度 も な く 、 そ の 為 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル
パ イ ト に 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 就 労 時 間 ・ 労 働 に 見 合 っ た 保 証 が な く 安 心 し
た 就 労 が で き ず 生 活 の 場 に お い て も 大 き な 不 安 を か か え 、 正 式 な 社 員 と は 、 保 証 と い う 点
に お い て 格 差 が あ り 差 別 感 を 感 じ な が ら 就 労 し て い る 実 情 で あ る 。
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【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 前 述 の 課 題 に 鑑 み 、 鋭 意
研 鑽 の 結 果 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 個 人 を 識 別 す る と 共 に そ の 個 人 を 識 別 す
る Ｉ Ｄ カ ー ド を 発 行 す る 個 人 識 別 手 段 と 、 個 人 識 別 手 段 で 識 別 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ を 通
信 手 段 を 介 し て 記 憶 さ せ る デ ー タ ベ ー ス と 、 デ ー タ ベ ー ス に 記 憶 さ せ た 個 人 識 別 デ ー タ を
通 信 手 段 を 介 し て 表 示 さ せ る デ ー タ 表 示 手 段 と 、 就 労 時 間 、 就 労 日 数 を 入 力 す る 就 労 管 理
手 段 と を 備 え 、 就 労 管 理 手 段 の 就 労 デ ー タ を 一 定 期 間 毎 に デ ー タ ベ ー ス の 個 人 識 別 デ ー タ
に 蓄 積 す る と 共 に 、 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 予 め 設 定 さ れ た 救 済 補 償 条 件 と デ ー タ
ベ ー ス に 蓄 積 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ と 就 労 デ ー タ と を デ ー タ 表 示 手 段 に 表 示 さ せ て 照 合 す
る も の で あ り 、 更 に 、 個 人 識 別 手 段 は 指 紋 、 声 紋 、 虹 彩 、 手 の ひ ら の 毛 細 血 管 、 そ の 他 の
個 人 識 別 方 法 で 個 人 を 識 別 す る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 現 在 我 が 国 に は １ ， ２ ０
０ 万 人 に い る と 言 わ れ て い る 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 者 に 対 し て 、 簡 単 ・
ス ピ ー デ ィ ー に 雇 用 者 と 就 労 者 と の 相 互 の 不 安 材 料 で あ っ た 労 働 災 害 事 故 の 補 償 問 題 の 一
部 を 解 消 す る こ と が で き 、 ま た 、 正 式 社 員 と 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト と の 間 に あ
っ た 社 会 的 に も 大 き な 問 題 で あ っ た 就 労 上 の 格 差 ・ 差 別 感 を な く す る も の で あ り 、 雇 用 者
側 に と っ て も 不 安 要 素 で あ っ た 労 働 災 害 補 償 の 問 題 の 一 部 を 解 消 し て 安 心 公 平 な 就 労 環 境
に て 就 業 さ せ る こ と が で き る 画 期 的 で 実 用 性 の 高 い 発 明 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ り 、 更 に 詳
細 に は 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 時 間 ・ 就 労 日 数 の 就 労 デ ー タ を 管 理 し て
、 労 働 災 害 事 故 時 に 予 め 設 定 し た 大 き な 補 償 を す る 救 済 補 償 条 件 に よ り 補 償 費 用 算 定 を す
る 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ り 、 請 求 項 １ に 記 載
の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト
の 個 人 を 識 別 す る と 共 に そ の 個 人 を 識 別 す る Ｉ Ｄ カ ー ド １ ａ を 発 行 す る 個 人 識 別 手 段 １ と
、 該 個 人 識 別 手 段 １ で 識 別 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ を 通 信 手 段 ５ を 介 し て 記 憶 さ せ る デ ー タ
ベ ー ス ２ と 、 該 デ ー タ ベ ー ス ２ に 記 憶 さ せ た 個 人 識 別 デ ー タ を 通 信 手 段 ５ を 介 し て 表 示 さ
せ る デ ー タ 表 示 手 段 ３ と 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 時 間 、 就 労 日 数 を 入 力
す る 就 労 管 理 手 段 ４ と を 備 え 、 前 記 就 労 管 理 手 段 ４ の 就 労 デ ー タ を 一 定 期 間 毎 に 前 記 デ ー
タ ベ ー ス ２ に 蓄 積 す る と 共 に 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト に 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し
た 場 合 に 予 め 設 定 さ れ た 救 済 補 償 条 件 と 前 記 デ ー タ ベ ー ス ２ に 蓄 積 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ
と 就 労 デ ー タ と を デ ー タ 表 示 手 段 ３ に 表 示 さ せ て 照 合 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 更 に 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １
に 記 載 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 個 人 識 別 手 段 １
は 指 紋 、 声 紋 、 虹 彩 、 手 の ひ ら の 毛 細 血 管 、 そ の 他 の 個 人 識 別 方 法 で 個 人 を 識 別 す る こ と
を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム を 実 施 例 の 図 面 を 用 い
て 詳 細 に 説 明 す る と 、 図 １ は 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム の
実 施 例 の 構 成 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 即 ち 、 個 人 識 別 手 段 １ は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 個 人 を 識 別 す る も の で 、 免
許 書 、 身 分 証 明 書 等 の 提 示 を 求 め 姓 名 、 誕 生 日 、 現 住 所 等 に よ り 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア
ル バ イ ト の 個 人 を 識 別 す る と 共 に 、 そ の 個 人 に 対 し て Ｉ Ｄ カ ー ド １ ａ を 発 行 す る も の で あ
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る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 そ し て 、 Ｉ Ｄ カ ー ド １ ａ は 個 人 識 別 手 段 １ に よ り 発 行 さ れ る も の で 、 予 め Ｉ Ｄ カ ー ド １
ａ に 備 え た 磁 気 又 は Ｉ Ｃ チ ッ プ 等 の 情 報 記 憶 部 に 個 人 の 識 別 に 必 要 と す る 数 字 又 は 符 号 等
の 情 報 を 記 憶 さ せ る と 共 に 、 Ｉ Ｄ カ ー ド １ ａ の 管 理 は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 自
身 が 行 い 出 退 勤 の 際 の 入 力 用 、 或 い は 、 個 人 を 識 別 す る 身 分 証 明 と し て も 用 い ら れ る も の
で 、 転 職 し た 場 合 で も 同 じ デ ー タ ベ ー ス ２ を 使 用 し て い る 場 合 は 勤 務 履 歴 等 の 表 示 が 可 能
と な る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 次 に 、 デ ー タ ベ ー ス ２ は 個 人 識 別 手 段 １ で 識 別 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ を イ ン タ ー ネ ッ ト
、 通 信 回 線 等 の 通 信 手 段 ５ を 介 し て 記 憶 さ せ る も の で あ り 、 後 述 す る 就 労 管 理 手 段 ４ の 就
労 デ ー タ も 併 せ て 蓄 積 で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 い で 、 デ ー タ 表 示 手 段 ３ は 汎 用 さ れ て い る パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 等 の 端 末 機 器 良 く
、 デ ー タ ベ ー ス ２ に 記 憶 又 は 蓄 積 さ せ た 個 人 識 別 デ ー タ 及 び 就 労 デ ー タ を イ ン タ ー ネ ッ ト
、 通 信 回 線 等 の 通 信 手 段 ５ を 介 し て 表 示 さ せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 更 に は 、 就 労 管 理 手 段 ４ は 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 就 労 時 間 、 就 労 日 数 を 入
力 す る も の で あ り 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト が 出 退 勤 時 に 自 ら 操 作 し て 入 力 す る
も の で 、 例 え ば 、 就 労 管 理 手 段 ４ に 出 退 勤 時 に Ｉ Ｄ カ ー ド １ ａ を 通 す こ と で 就 労 時 間 、 就
労 日 数 を 就 労 管 理 手 段 ４ に 入 力 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 更 に 、 個 人 識 別 デ ー タ を 記 憶 さ せ た デ ー タ ベ ー ス ２ に は 、 就 労 管 理 手 段 ４ の 夫 々 の 就 労
デ ー タ を 一 日 に 一 回 等 の 一 定 期 間 毎 に 通 信 手 段 ５ に よ り 送 信 し て 蓄 積 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 そ し て 、 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト に 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は デ ー タ ベ
ー ス ２ に 蓄 積 さ れ た 個 人 識 別 デ ー タ と 就 労 デ ー タ と を デ ー タ 表 示 手 段 ３ に 表 示 さ せ て 、 予
め 設 定 さ れ た 救 済 補 償 条 件 と 照 合 す る こ と で 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 共 済 を す
る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 更 に は 、 前 記 個 人 識 別 手 段 １ を 指 紋 、 声 紋 、 虹 彩 、 手 の ひ ら の 毛 細 血 管 、 そ の 他 の 識 別
方 法 で 個 人 を 識 別 す る も の で 、 個 人 識 別 手 段 １ の 画 像 又 は デ ー タ で 個 人 が 識 別 で き る も の
な ら 構 わ な い も の で あ り 、 就 労 管 理 手 段 ４ の 入 力 も こ れ 等 の 識 別 方 法 を 用 い て 行 う こ と も
可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 就 労 者 の 個 人 の 識 別 を 個
人 識 別 手 段 １ に よ り 識 別 し て 、 個 人 識 別 デ ー タ の 画 像 又 は デ ー タ を 通 信 手 段 ５ を 介 し て デ
ー タ ベ ー ス ２ に 記 憶 さ せ る も の で 、 就 労 者 は 就 労 に 伴 っ て 就 労 管 理 手 段 ４ を 操 作 し て 就 労
デ ー タ を 入 力 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 そ し て 、 入 力 さ れ た 就 労 デ ー タ は 一 定 の 期 間 毎 に ま と め て デ ー タ ベ ー ス ２ に 送 信 す る も
の で 、 送 信 さ れ た 就 労 デ ー タ は 夫 々 の 就 労 者 別 に 個 人 識 別 デ ー タ に 蓄 積 さ れ て い る も の で
あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 い で 、 労 働 災 害 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 デ ー タ 表 示 手 段 ３ で 個 人 識 別 デ ー タ と 就 労
デ ー タ と を 表 示 さ せ て 予 め 設 定 さ れ た 大 き な 補 償 を す る 救 済 補 償 条 件 と 照 合 さ せ て 補 償 を
決 定 す る も の で あ る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム は 、 短 期 就 労 者 の 雇 用 の 割 合
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が 多 い 、 飲 食 業 、 小 売 業 、 ビ ル 管 理 、 警 備 業 等 に 好 適 に 使 用 で き る も の で 、 労 働 災 害 事 故
の 救 済 が 可 能 と な り 、 正 式 社 員 と 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト と の 間 に あ っ た 社 会 的
に も 大 き な 問 題 で あ っ た 就 労 上 の 格 差 ・ 差 別 感 を な く す る も の で あ り 、 雇 用 者 側 に と っ て
も 不 安 要 素 で あ っ た 労 働 災 害 補 償 の 問 題 の 一 部 を 解 消 し て 安 心 公 平 な 就 労 環 境 に て 就 業 さ
せ る こ と が で き る も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
【 図 １ 】 　 図 １ は 本 発 明 の 短 期 就 労 者 ・ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 補 償 シ ス テ ム の 実 施 例 の 構
成 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
１ 　 　 　 個 人 識 別 手 段
１ ａ 　 　 Ｉ Ｄ カ ー ド
２ 　 　 　 デ ー タ ベ ー ス
３ 　 　 　 デ ー タ 表 示 手 段
４ 　 　 　 就 労 管 理 手 段
５ 　 　 　 通 信 手 段
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